
平成２４年６月５日

全国健康保険協会

懲 戒 処 分 の 公 表

全国健康保険協会においては、下記のとおり懲戒処分を行いましたので公表し

ます。

記

① 事案の概要（処分の理由） 契約書不備による違約金の請求不能

② 処分年月日 平成２４年２月２３日

③ 処分量定 「戒 告」

④ 被処分者の所属等 全国健康保険協会支部職員１名
（発生当時は本部職員）

① 事案の概要（処分の理由） 社会保険事務局から引継ぎされていない申請書の発見

② 処分年月日 平成２４年３月２９日

③ 処分量定 「減 給」

④ 被処分者の所属等 全国健康保険協会支部職員１名
（ｽﾀｯﾌ）

① 事案の概要（処分の理由） 健康保険被保険者証のカードケースの表記誤り

② 処分年月日 平成２４年４月２５日

③ 処分量定 「戒 告」

④ 被処分者の所属等 全国健康保険協会本部職員１名、支部
職員 1名（発生当時は本部所属）

公 表 資 料



① 事案の概要（処分の理由） 健康保険給付申請書の事務処理遅延

② 処分年月日 平成２４年４月２５日

③ 処分量定 「減 給」、「戒 告」

④ 被処分者の所属等 全国健康保険協会支部職員２名
（「減給」：ｽﾀｯﾌ、「戒告」：ｸﾞﾙｰﾌﾟ長）


